
令和元年６月１９日 

庶 務 課 
       

 
 

 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の 

公務災害補償に関する条例の一部改正について（概要） 
 

 

項目 条例 内容 

改正の趣旨  都職員の給与改定に伴い、都立学校の学校

医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する条例の一部が改正された。 

区の条例は、都の制度に準じているため補償

基礎額の一部について同様の改正を行う。 

補償基礎額 別表 

補償基礎額表 

（第 4 条関係） 

 

補償基礎額を次のように改める。 

1 学校医及び学校歯科医 

(1)経験年数 5 年未満の場合 

 「7,023 円」を「7,059 円」に改める。 

(2)経験年数 5 年以上 10 年未満の場合 

「8,724 円」を「8,730 円」に改める。 

2 学校薬剤師 

  経験年数 5 年未満の場合 

 「6,117 円」を「6,135 円」に改める。 

附則 

（改正条例） 

第 1 項 

 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の

規定は、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。 

第 2 項 新条例別表は、適用に経過措置を定める。 
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江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 新旧対照表 現行 改正案 本則 （略） 本則 （略） 別表 補償基礎額表（第４条関係） 別表 補償基礎額表（第４条関係） 医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 ５年未満 ５年以上 １０年未満 
１０年以上 １５年未満 

１５年以上 ２０年未満 
２０年以上 ２５年未満 

２５年以上 
学校医及び学校歯科医の補償基礎額 ７，０２３円 ８，７２４円 １１，４４８円 

１２，９９０円 
１５，５３４円 

１６，５６３円 学校薬剤師の補償基礎額 ６，１１７円 ７，２１５円 ８，９３７円 １０，４４３円 
１１，４５１円 

１１，８４４円 
 

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 ５年未満 ５年以上 １０年未満 
１０年以上 １５年未満 

１５年以上 ２０年未満 
２０年以上 ２５年未満 

２５年以上 
学校医及び学校歯科医の補償基礎額 ７，０５９円 ８，７３０円 １１，４４８円 

１２，９９０円 
１５，５３４円 

１６，５６３円 学校薬剤師の補償基礎額 ６，１３５円 ７，２１５円 ８，９３７円 １０，４４３円 
１１，４５１円 

１１，８４４円 
 備考 （略） 備考 （略） 

    附 則 
 （施行期日） 
 １ この条例は、公布の日から施行し、改正後の江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、平成３１年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。 
 （経過措置） 
 ２ 新条例別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 
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